	令 和 ３ 年 度
大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業
【　公　募　要　領　】



  日常のストレスから解放され、健康増進や仕事の質の向上が期待される仕事と休暇を組み合わせた「ワーケーション」。
　アクティビティ等、地域の魅力的な観光資源を活かした、ワーケーションの受入れに取り組む宿泊事業者に対して、その取組に要する経費の一部を助成します。
	［受付期間］
　　　令和３年４月１日（木）～５月２８日（金）（１７：００必着）
       （土曜日・日曜日・祝日を除く。）
　　　※応募に当たっては、令和３年５月１４日（金）までに当課あて事前相談
を行ってください。事前相談がない場合の申請は受付できません。
［提出先・問い合わせ先］
      大分県商工観光労働部観光局観光政策課　観光産業振興班
　　　　　〒８７０－８５０１　大分市大手町３丁目１番１号
      　　ＴＥＬ：０９７－５０６－２１２２
　　　　　ＦＡＸ：０９７－５０６－１７２９
      　　Ｅ-ｍａｉｌ：a14180@pref.oita.lg.jp



１　公募する事業の詳細
(1)　事業の内容
対象となる事業は、次の①、②のいずれにも該当するものとする。
①ワーケーションの受入れを進めるために必要な環境を整備すること。
②地域の観光資源を活かした、独自のワーケーションプランを提供すること。
(2)　事業実施主体
　　　この事業において事業実施主体は、次の①、②に掲げるものとする。

①別表に掲げる県内に主たる事務所を有する中小企業者
②①に準じると知事が認める者
別表

法人については、「資本金または出資の総額」または「常時使用する従業員数」が次に該当していること。
個人については、常時使用する従業員数が次に該当していること。

なお、「宿泊業」とは、旅館業法第２条第１項に規定する旅館業（旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業）を営む者をいう。

	業　種
	資本金または出資の総額
	常時使用する従業員数

	宿泊業
	5,000万円以下
	200人以下


(3)補助対象経費、補助率、補助上限額
	補助対象経費
	補助率
	交付額

	県内宿泊事業者が、ワーケーションの受入れを進めるために必要な環境整備に要する次に掲げる経費。

ただし、地域の観光資源を活かし、独自のワーケーションプランを提供することを要件とする。

①　Wi-Fiルーター等のインターネット接続に必要な機器*の購入・導入費、設置・設定費

②　契約手数料、回線開設工事費等のインターネット回線契約に係る初期費用

* 導入するWi-Fiルーター等の機器は、セキュリティの観点から、WPA2以上のセキュリティ方式を使用していることを要件とする。また、電波の効率的な利用の観点から、仕様上、IEEE802.11ac(Wi-Fi5(5GHz帯))以上に対応していることを推奨する。
	2／3以内
	　補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と次の額を比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

上限額  100万円



	③　事務用机・椅子、照明器具、プロジェクター、プリンター、モニター等の備品購入費

④　その他知事が必要と認める経費
	1／2以内
	

	なお、以下の経費は補助対象経費から除く。

・　インターネット回線契約に係る運営経費（通信料、機器レンタル代等）

・　消耗品費（インクカートリッジ、紙等）
·  消費税及び地方消費税


２　応募について
(1)　応募期間　　令和３年４月１日（木）～令和３年５月２８日（金）
               　持参、郵送とも５月２８日（金）１７時００分必着
※応募に当たっては、令和３年５月１４日（金）までに当課あて事前
相談を行ってください。事前相談がない場合の申請は受付できません。
(2)　受付方法　　別添の「令和３年度大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業実施計画認定申請書等」を１部持参または郵送（必着）で提出してください。
(3)　提出先・問い合わせ先　大分県商工観光労働部観光局観光政策課（大分県庁本館７階）
　　　　　　　　　　　　　　 TEL　097-506-2122　　FAX　097-506-1729
(4)　注意事項　　認定申請書等の作成に係る費用は、応募者の負担になります。
応募いただいた書類は返却しません。
３　選定方法等
(1)　補助事業の認定 　
提出された書類に基づいて審査した結果、事業の実施効果が高いと見込める３０件程度の事業を認定します。
必要に応じて、提出された書類の内容等について、ヒアリングや現地調査を実施する場合があります。
　(2)　認定基準
次の項目を総合的に評価します。
①ワーケーションプランの魅力
②仕事環境の充実度
③滞在施設の魅力
④プランのPR方法
(3)　通知・公表
採択結果については６月下旬に申請者あて通知するほか、県ホームページで公表します。
４　採択された場合の留意点
(1)採択された応募者（以下「事業者」といいます。）には、採択通知書を送付しますので、
大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業費補助金交付要綱に基づき、補助金交付申請
書を定めた期日までに提出していただきます。
(2)県では、補助金交付申請書の内容審査後、事業者に補助金交付決定通知書を送付します。
（※この決定日以降でないと補助事業には着手できません）
(3)事業者は、交付決定通知書の受理後補助事業が完了した場合は、交付要綱に基づき実績報告
書を提出していただきます。
(4) 原則として、令和４年２月２８日（月）までに事業を完了してください。
(5)実績報告書の内容審査後、事業者に補助金の額の確定通知書を送付します。ただし、事業実施に当たり補助対象経費の変更があった場合は、補助金交付決定額が減額されることがあります。
(6)補助金は、原則として補助金の額の確定通知書を送付後にお支払いしますが、一部概算払により支払うことも可能です。
(7)補助金交付申請書、実績報告書に添付していただく見積書、領収書等の証拠書類については、補助事業完了後５年間保管していただきます。
(8)補助事業により改装した事務所等や取得した備品等については、一定期間はその処分が制限
されます。
(9) 採択された取組については、概要を県のホームページ等で公表するほか、先進的取り組み事
例として事例発表をお願いすることがあります。
(10)事業実施主体は、本事業の終了後においても、知事からその後の状況や成果について報告を求められた場合、県へ報告していただきます。
(11)大分県補助金等交付規則、大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業費補助金交付要綱等の規定に従っていただきます。
様式第１号

年度大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業実施計画認定申請書

第　　　　　 　号

年　　 月　　　日

　大分県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所在地
事業者名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　

　　年度大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業実施計画について、認定されるよう大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業実施要領第４の規定により申請します。

　　添付書類

(１) 事業実施計画書（様式第２号）

　 (２) 誓約書（様式第３号）

(３) 積算の根拠が確認できる見積書、製品の規格・機種等が確認できる資料

(４) その他知事が必要と認める書類

様式第２号

事業実施計画書

	事業者名
	

	事業者の概要

資本金または出資の総額、常時使用する従業員数、客室数、主な事業等を記載してください。
	資本金または出資の総額

常時使用する従業員数　人（役員　人、従業員　人、パート等　人）

客室数

主な事業等



	事業箇所
	

	実施時期
	

	事業目的
	

	事業内容
	

	事業のポイント

(1)ワーケーションプランの魅力

（通常の宿泊プランとの比較（連泊割引）等）
	○ワーケーションプラン

料金：

内容：

活用する観光資源：

※通常の宿泊プラン

料金：

内容：

	(2)仕事環境の充実度

（仕事をするための通信環境や設備等）
	①通信環境(Wi-Fiルーター等の仕様)

伝送規格： 

セキュリティ方式： 

②設備(事務用机・椅子、プロジェクター、プリンター、モニター等)



	(3)滞在施設の魅力

(ワーケーション利用者に対するサービス(備品貸出、ドリンク提供等))
	

	(4)プランのＰＲ方法

（活用する観光資源を含めた情報発信の方法等）
	

	事業効果


	


注）記載欄が不足する場合は、適宜、記載欄を追加してください。
収支計画

	   収　　　入                                          　　   （単位：円）

	  　項　　　目
	   　予　算　額
	 　　     備　　　考

	  県助成希望額
	
	

	  自己資金
	
	

	  　　　計
	
	

	   支　　　出                            　　　　　　　　　　 （単位：円）

	    項  　　目
	     予　算　額
	　　      積　算　内　訳

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	      　計
	
	


様式第３号

誓　　約　　書
私は、下記の事項について誓約します。
なお、県が必要な場合には、大分県警察本部に照会することについて承諾します。　
また、照会で確認された情報は、今後、私が、大分県と行う他の契約における確認に利用することに同意します。
記
１　自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。
（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
（２） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
（３） 暴力団員が役員となっている事業者
（４） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
（５） 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者
（６） 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者
（７） 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者
（８）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
２　１の（１）から（８）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
  大分県知事　　　　　　　　殿
　　　　　　　　
                　　　             〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
                                    住　　所                                     　　
　　　　　　　　                   （ふりがな）
                                    氏    名                                     　
                                    生年月日　（明治・大正・昭和・平成）　　年　　月　　日(男・女）
※  県では、大分県暴力団排除条例に基づき、行政事務全般から暴力団を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約をお願いしています。

 様式第４号
（公印省略）
年度大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業採択通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第　　　　　号

                                                       　　  年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分県知事                 

　　　　年　　月　　日付けで提出のあった事業実施計画については、大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業の対象事業として採択したので通知します。

　なお、提出書類に虚偽の記載等があることが判明した場合は、この採択を取り消す場合があります。

【記載例】
様式第２号
事業実施計画書
	事業者名
	株式会社　〇〇

	事業者の概要

資本金または出資の総額、常時使用する従業員数、客室数、主な事業等を記載してください。
	資本金または出資の総額　２００万円
常時使用する従業員数　６人(役員１人、従業員３人、パート等２人)
客室数　２０部屋(和洋室５室、洋室５室、和室１０室)
主な事業等　宿泊業、飲食業


	事業箇所
	竹田市久住町○○

	実施時期
	令和３年８月～令和３年１２月

	事業目的
	新型コロナにより、ワーケーション・ブレジャー等の「新しい旅のかたち」が浸透しつつある。当館は、くじゅう連山に囲まれた静かな環境の中で仕事と休暇の併用が行いやすい施設であるため、立地上の利点を活かしたワーケーションプランを販売し、ホテル及び周辺施設への利用者を増加させることを目的とする。

	事業内容
	（１）館内のWi-Fi環境を再整備（和洋室１０室）
　既存Wi-Fiの伝送規格は「IEE802.11n（Wi-Fi4）」であり、通信速度が遅いといった声が利用者から寄せられている。そこで、より高速で安定した通信が可能となる「IEE802.11ax（Wi-Fi6）」を導入することにより、ビジネス利用に対応した通信環境を整備する。
（２）モバイルWi-Fiの貸し出し（１０台）
　館内で仕事をする人がいる一方、大自然の中で仕事をしたいという人もいるため、どこでも持ち運べるモバイルWi-Fiを導入する。日常とは異なる空間で仕事をすることにより、柔軟な発想が生まれる効果が期待される。
（３）ビジネス用の机や椅子等を設置（和洋室１０室）
　既存の机、椅子は化粧台として設置しているものであるため、長時間座るビジネス利用には適していない。そこで、長時間座っても疲れない椅子、引き出しとコンセントのついた机を導入することにより、仕事をしやすい環境を整える。

	事業のポイント

(1)ワーケーションプランの魅力

（通常の宿泊プランとの比較（連泊割引）等）
	○ワーケーションプラン
料金：15,000円～／人
内容：ワーケーションによる長期滞在者向けの連泊割引プラン。
活用する観光資源：周辺の乗馬体験施設「□□」と連携した乗馬体験付き。食事なしで、付近の飲食店を利用してもらう。
※通常の宿泊プラン
料金：20,000円～／人
内容：観光客をターゲットとした1泊2食付プラン

	(2)仕事環境の充実度

（仕事をするための通信環境や設備等）
	①通信環境（Wi-Fiルーター等の仕様）
伝送規格：IEE802.11ax（Wi-Fi6）
セキュリティ方式：WPA2
②設備(事務用机・椅子、プロジェクター、プリンター、モニター等)
館内及び屋外のどちらでも仕事をできる設備（事務用机・椅子及びモバイルWi-Fi）を整え、利用者のニーズに沿った仕事環境を提供する。

	(3)滞在施設の魅力

(ワーケーション利用者に対するサービス(備品貸出、ドリンク提供等))
	　宿泊者は当施設のラウンジ・テラスを利用できるため、仕事で疲れた後、雄大な景観を楽しみながらリフレッシュできる。
また、館内には無料コーヒーサーバーがあり、宿泊者からの評判がよい。

	(4)プランのＰＲ方法

（活用する観光資源を含めた情報発信の方法等）
	　今回造成するワーケーションプランは、ワーケーションに適した全国の温泉宿を紹介する「△△」にて販売する。
　さらに、自社HPにワーケーションプランの特設ページを増設し、ワーケーションの楽しみ方（大自然の中での乗馬体験など）の具体例を写真等で紹介する。

	事業効果


	ワーケーションプラン利用者数の見込みは、環境整備を行う令和３年度は５名とする。今後も需要が高まる令和４年度には１０名、令和５年度には２０名の受入れを想定する。
　ワーケーションという新しい切り口で当館の認知度を高め、新たな旅行需要を取り込んでいく。


注）記載欄が不足する場合は、適宜、記載欄を追加してください。
収支計画

	   収　　　入                                          　　   （単位：円）

	  　項　　　目
	   　予　算　額
	 　　     備　　　考

	  県助成希望額
	1,000,000
	

	  自己資金
	940,000
	

	  　　　計
	1,940,000
	

	   支　　　出                            　　　　　　　　　　 （単位：円）

	    項  　　目
	     予　算　額
	　　      積　算　内　訳

	インターネット接続に必要な機器の導入費、設置費
	830,000
	アクセスポイント
＠50,000円×10＝500,000円
スイッチングハブ
＠10,000円×3＝30,000円

設置工事費
＠300,000円×1＝300,000円

	インターネット接続に必要な機器の導入費、設置費
	240,000
	ポケットWi-Fi端末
＠20,000円×10＝200,000円
充電スタンド
＠4,000円×10＝40,000円

	インターネット回線契約に係る初期費用
	70,000
	ひかり契約手数料
＠3,000円×10＝30,000円
回線開設工事費
＠40,000円×1＝40,000円

	備品購入費
	500,000
	事務用机　＠50,000円×10＝500,000円

	備品購入費
	300,000
	事務用椅子＠30,000円×10＝300,000円

	計
	1,940,000
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